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速 報

法人課税 グループ通算制度への移行にあわせた単体納税制度の見直し

1．改正の概要

2．適用時期

38

3．実務上の留意点

項目 内容 改正前 改正後

受取配当等の
益金不算入制度

関連法人株式等に係る

控除負債利子の計算
原則法※1又は簡便法※2により計算

関連法人株式等に係る配当等の額の4%

（その事業年度において支払う

負債利子の額の10%相当額を上限）

以下の株式区分判定の保有割合

・関連法人株式等

・非支配目的株式等

単体の保有株式数等により判定
100%グループ内の法人全体の

保有株式数等により判定

寄附金の
損金不算入制度

損金算入限度額の計算

・資本基準額に利用する金額
税務上の「資本金等の額」

会計上の「資本金の額」と

「資本準備金の額」の合計額

貸倒引当金
一括評価金銭債権に係る

設定対象となる金銭債権

100%グループ内の法人間の

金銭債権も含める

100%グループ内の法人間の

金銭債権を除外する

資産の譲渡に係る
特別控除

収用換地等があった場合の

定額控除限度額の取扱い

(年5,000万円)

単体ごとに定額控除限度額まで利用可
100%グループ内の法人全体で

定額控除限度額まで利用可

2022年(令和4年)4月1日以後開始する事業年度から適用する。

※1 原則法 支払負債利子額の合計額×（当期末・前期末の関連法人株式等の税務簿価の合計額÷当期末・前期末の総資産の会計簿価の合計額）

※2 簡便法 支払負債利子額の合計額×（基準年度の原則法で計算した控除負債利子額の合計額÷基準年度の支払負債利子額等の合計額）

受取配当等の益金不算入の適用上、100%グループ内の法人の持株情報の集約が必要となる。

グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度についても次の見直しが行われる。

4．今後の注目点

「100%グループ内」の定義


